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1 費用の保険普通保険約款 

＜用語の定義（五十音順）＞ 

この普通保険約款において、次の用語の定義は下表のとおりとします。 

῎ Ṱ 

Τ Ḿᾑ ᴥ ⁮ ⱧχάʺϤσΨ‰ΥᾑḾχοΜντ‮ ᾑἸ π ϛϣϦοΜϥ ᾑ Υζ

χḾᾑϬὓ▄χṁ ρΰο▄ ήϦϥ ᾑ τ βϥ τσϥάρϬΜΜϘ

βʻ 

Ἰ ᶎ  ᾑἸ χ Ὣρζχ Ϭ βϥϜχπʺ ᵓּזΥ ᾑἸ τיּ ΰ ꜗ

τϢμο ằβϥϜχϬΜΜϘβʻ 

⁮ ⱧϥβḩτᾑḾ ‮ σⱧʺκΞχ‮ ᾑἸ Ὣχ∑χἸ ₅ᵊ χ Ⱨ‮

ρβϥάρτϢμο ᵓּזΥ⁮ ϬẐϛθϜχϬΜΜϘβʻ 

ή Ⱨᾮ άχ ᾑἸ τ ήϦθ τṛ βϥⱧᾮϬΜΜϘβʻ 

θ χ ᾑἸ  άχ ᾑἸ ρ ᾑỲ◦ Ⱨ Ϭ αρβϥ ᾑἸ ϘθψẶↄἸ ϬΜΜϘ

βʻ 

ꜗ  ◓Ю˔и χ ︣ Ϭ βϥ Ϙθψ τϢϥ χΞκ ᵓּזΥ

ϛϥϜχϬΜΜϘβʻ 

ψ ᾑּי Ἰ ᶎ Ṝ∏χ ᾑּיϬΜΜϘβʻ 

ᾑṍḧ Ἰ ᶎ Ṝ∏χ ᾑṍḧϬΜΜϘβʻ 

 

第１章 補償条項 

第１条（保険金を支払う場合） 

当会社は、この普通保険約款および付帯された特約に従い、保険金を支払います。 

 

第２条（保険金を支払わない場合） 

(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いませ

ん。 

① 保険契約者、被保険者（注１）またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失また

は法令違反 

② 差押え、収用、没収、破壊等国または公共機関の公権力の行使。ただし、消防または避難に必

要な措置としてなされた場合を除きます。 

(2) 当会社は、次のいずれかに掲げる事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。 

① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴

動（注２） 

② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 

③ 核燃料物質（注３）または核燃料物質（注３）によって汚染された物（注４）の放射性、爆発
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性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 

④ 放射性物質もしくは放射性物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性ま

たはこれらの特性による事故 

(3) 当会社は、直接であると間接であるとを問わずテロ行為（注５）によって、またはテロ行為（注

５）の結果として生じた損害に対しては、保険金を支払いません。 

（注１）保険契約者、被保険者 

保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行する

その他の機関をいいます。 

（注２）暴動 

群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、

治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 

（注３）核燃料物質 

使用済燃料を含みます。 

（注４）核燃料物質（注３）によって汚染された物 

原子核分裂生成物を含みます。 

（注５）テロ行為 

政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するもの

が、その主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 

 

第３条（保険金の支払額） 

当会社が、第１条（保険金を支払う場合）の保険金として支払うべき損害の額は、この普通保険

約款および付帯された特約によって定めます。 

 

第４条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額） 

他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額（注１）の合計額が、損害の額（注

２）を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。 

① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 

この保険契約の支払責任額（注１） 

② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 

損害の額（注２）から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引

いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額（注１）を限度とします。 

（注１）支払責任額 

それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算

出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 

（注２）損害の額 

契約内容確認証記載の免責金額（注３）を差し引いた額に、契約内容確認証記載の縮小支払割合

（注４）を乗じた額とします。 

（注３）免責金額 

それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額

をいいます。 
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（注４）縮小支払割合 

それぞれの保険契約または共済契約に縮小支払割合の適用がある場合は、そのうち最も高い縮小

支払割合をいいます。 

第２章 基本条項 

第５条（保険証券の発行の省略） 

(1) 当会社は、保険契約者の同意のもと、この保険契約において、保険証券、保険契約継続証また

はこれに代わる書面（以下、この条において「保険証券等」といいます。）の発行を行いません。 

(2) 当会社は、保険証券等の発行に代えて、契約内容確認証を電磁的方法によって提示します。 

 

第６条（保険責任の始期および終期） 

(1) 当会社の保険責任は、次のいずれかのうち、最も遅い時から始まります。 

① 保険期間の初日の午前０時（注） 

② 保険契約に対する申込みがあった時。ただし、その申込みを当会社が承諾した場合にかぎりま

す。 

③ 当会社が、保険料を領収した時 

(2) 当会社の保険責任は、保険期間の末日の午後１２時に終わります。 

(3) (1)および(2)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。 

（注）初日の午前０時 

契約内容確認証にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。 

 

第７条（告知義務） 

(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実

を正確に告げなければなりません。 

(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失

によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約

者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 

(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合は適用しません。 

① (2)に規定する事実がなくなった場合 

② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知

らなかった場合（注） 

③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損害が発生する前に、告知事項に

つき、電磁的方法等をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出

を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられてい

たとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとし

ます。 

④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から１か月を経過した場合または

保険契約締結時から５年を経過した場合 

(4) (2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第１６条（保険契約解除
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の効力）の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険

金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 

(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しませ

ん。 

（注）事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合 

当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を

告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。 

 

第８条（通知義務） 

(1) 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実（注１）が発生した場合は、保険

契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、そ

の事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。 

(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意

または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契

約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 

(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から１か月を経過し

た場合または危険増加が生じた時から５年を経過した場合は適用しません。 

(4) (2)の解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第１６条（保険契約解除の効力）の

規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に

対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたと

きは、当会社はその返還を請求することができます。 

(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については

適用しません。 

(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注

２)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもっ

て、この保険契約を解除することができます。 

(7) (6)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第１６条（保険契約解除

の効力）の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生

した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払

っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 

（注１）告知事項の内容に変更を生じさせる事実 

告知事項のうち、保険契約締結の際の契約申込画面等において、この条の適用がある事項として

定めたものに関する事実にかぎります。 

（注２）この保険契約の引受範囲 

保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際の契

約申込画面等において定めたものをいいます。 

 

第９条（保険契約者の住所または通知先の変更） 

(1) 保険契約者が契約内容確認証記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞

なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。 
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(2) 保険契約者が(1)の通知を行わなかった場合は、当会社は、保険契約者が最後に当会社に通知し

た住所または通知先に発信した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。 

 

第１０条（契約内容の変更） 

(1) 保険契約者は、第７条（告知義務）から前条以外の契約内容の変更をしようとする場合は、電

磁的方法等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。 

(2) (1)の場合において、当会社が電磁的方法等による通知を受領するまでの間に生じた損害に対し

ては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。 

 

第１１条（保険契約の無効） 

(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的を

もって締結した保険契約は無効とします。 

(2) (1)の規定により無効となる場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その

返還を請求することができます。 

 

第１２条（保険契約の失効） 

保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を

失います。 

 

第１３条（保険契約の取消し） 

(1) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当

会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を取り消すことが

できます。 

(2) 損害が発生した後に(1)の規定による取消しが行われた場合において、既に保険金を支払ってい

たときは、当会社は、その返還を請求することができます。 

 

第１４条（保険契約者による保険契約の解除） 

保険契約者は、当会社に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除すること

ができます。 

 

第１５条（重大事由による解除） 

(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する電磁的方法等によ

る通知をもって、この保険契約を解除することができます。 

① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的

として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。 

② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした

こと。 

③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。 
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ア．反社会的勢力（注）に該当すると認められること。 

イ．反社会的勢力（注）に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしている

と認められること。 

ウ．反社会的勢力（注）を不当に利用していると認められること。 

エ．法人である場合において、反社会的勢力（注）がその法人の経営を支配し、またはその法

人の経営に実質的に関与していると認められること。 

オ．その他反社会的勢力（注）と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 

④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある

場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重

大な事由を生じさせたこと。 

(2) (1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、

(1)の①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対

しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたとき

は、当会社は、その返還を請求することができます。 

(3) 保険契約者が(1)の③ア．からオ．までのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除が

なされた場合には、(2)の規定は、(1)の③ア．からオ．までのいずれにも該当しない被保険者に生

じた損害については適用しません。 

（注）反社会的勢力  

暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成

員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 

 

第１６条（保険契約解除の効力） 

保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。 

 

第１７条（保険料の取扱い－契約内容の変更の場合） 

(1) 当会社は、次に掲げる場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、

下表の規定に従い取扱います。 

Ỹ  ᾑ χ︡ӌΜ 

 ͓ ˢ⁮ Ṱ ˣ(1)τ

ϢϤ⁮ΫϣϦθ ΥⱧ

ρӰσϥם › 

  χ ᾑ ρ  ῇχ ᾑ χ₯ᶛϬ ḥϘθψ ẐΰϘβʻ 

 ͔ ( Ṱ )(1)χ

τṁξΜοἸ Ϭ

 βϥ › 

 ͍͌ ˢἸ χ

 ˣ(1)χ Ϭβϥ › 

ⱳχ▄꜠τϢϤ▄ ΰθᶛϬ ḥΰϘβʻθιΰʺὓ▄ΰθὫᴮΥ

ЫϱЗІτσϥ ›ψʺ▄ ΰθᶛϬ ẐΰϘβʻ 

 

 

(2) 当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合（注４）は、

保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 

既経過月数（注１） 

保険期間月数（注２） 
×（１－ ）（注３） 

変更前の保険

料と変更後の

保険料の差額 
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(3) (1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契

約を解除できるときは、当会社は、次に定める時から、追加保険料を領収するまでの間に生じた

事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払って

いたときは、当会社はその返還を請求することができます。 

① (1)①に該当する場合は、保険期間の初日 

② (1)②に該当する場合は、危険増加が生じた時 

(4) 当会社は、保険契約者が(1)③の規定による追加保険料の支払を怠った場合（注４）は、追加保

険料領収前に生じた事故による損害に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものと

して、この普通保険約款および付帯された特約に従い、保険金を支払います。 

（注１）既経過月数 

１か月に満たない期間は１か月とします。 

（注２）保険期間月数 

１か月に満たない期間は月数に算入しません。 

 

（注３） 

   

計算の結果、０未満となる場合は０とします。 

（注４) 追加保険料の支払を怠った場合 

当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払

がなかった場合にかぎります。 

 

第１８条（保険料の取扱い－無効、失効、取消しまたは解除の場合） 

(1) 当会社は、保険契約が無効、失効、取消しまたは解除となる場合の保険料の返還は、下表の規

定に従い取扱います。 

Ỹ  ᾑ χ︡ӌΜ 

 ͍͍ ˢ ᾑἸ χ

῟ˣ(1)χṛ τϢϤ ᾑ

Ἰ Υ ῟ρσϥ › 

ᾑ ψ ḥΰϘδϭʻ 

 ͍͏ ˢ ᾑἸ χ︡

ΰˣχṛ τϢϤʺ

ᵓּזΥ ᾑἸ Ϭ︡Ϥ

ΰθ › 

 ⱳχϯʽ˙ϵʽχṛ τ

ϢϤʺ ᵓּזΥ ᾑἸ

Ϭᵔ ΰθ › 

ϯʽ ͓ ˢ⁮ Ṱ ˣ(2) 

ϱʽ ͔ ˢ Ṱ ˣ(2)

Ϙθψ(6) 

ϳʽ ͍͑ ˢ Ⱨ τ

Ϣϥᵔ ˣ(1) 

ϵʽ ͍͓ ˢ ᾑ χ︡

ӌΜ˵Ἰ χ  

χ ›ˣ(2) 

ⱳχ▄꜠τϢϤ▄ ΰθᶛϬ ḥΰϘβʻ 

 

ᵔ Ϙθψﬞ῟ τΣΪϥἸ τṁξΦὓ▄ΰθ ᾑ  

 

既経過月数（注１） 

保険期間月数（注２） 
１－ 

ṌὊᵃὮ ˢ ͍ˣ 

ᾑṍḧὮ ˢ ͎ˣ 

˷ˢ͍˵ ˣs ͏ˣ 
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 ͍͎ ˢ ᾑἸ χﬞ

῟ˣχṛ τϢϤ ᾑἸ

Υﬞ῟ρσϥ › 

 ͍͐ ˢ ᾑἸ τיּ

Ϣϥ ᾑἸ χᵔ ˣχ

ṛ τϢϤʺ ᾑἸ יּ

Υ ᾑἸ Ϭᵔ ΰθ

› 

 

(2) 保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯された特約

の規定により保険料を請求した場合において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったと

きは、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を当会社

が解除したものとすることができます。この場合の解除は、第１４条（保険契約者による保険契

約の解除）の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。 

（注１） 既経過月数 

１か月に満たない期間は１か月とします。 

（注２） 保険期間月数 

１か月に満たない期間は月数に算入しません。 

 

 

（注３） 

 

  計算の結果、０未満となる場合は０とします。 

 

第１９条（事故の通知） 

事故の通知は、この普通保険約款および付帯された特約に従います。 

 

第２０条（保険金の請求） 

保険金の請求は、この普通保険約款および付帯された特約の規定に従います。 

 

第２１条（保険金の支払時期） 

保険金の支払時期は、この普通保険約款および付帯された特約の規定に従います。 

 

第２２条（時効） 

保険金請求権は、この普通保険約款および付帯された特約の規定に定める保険金請求権を行使で

きる時の翌日から起算して３年を経過した場合は、時効によって消滅します。 

 

第２３条（代位） 

(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権（注）を取得した場合におい

て、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただ

既経過月数（注１） 

保険期間月数（注２） 
１－ 
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し、移転するのは、次のいずれかの額を限度とします。 

① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 

被保険者が取得した債権の全額 

② ①以外の場合 

被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 

(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転し

た債権よりも優先して弁済されるものとします。 

(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのため

に当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、

当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。 

（注）損害賠償請求権その他の債権 

当会社が保険金を支払うべき損害に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行

為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。 

 

第２４条（保険金支払後の保険契約） 

(1) 当会社が第１条（保険金を支払う場合）の規定に基づき保険金を支払った場合は、保険契約は

保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 

(2) (1)の規定により保険契約が終了した場合は、当会社は保険料を返還しません。 

 

第２５条（保険料の増額または保険金額の減額もしくは保険金の削減払） 

(1) 当会社は、当会社の収支に著しく影響を及ぼす事態が発生した場合は、保険期間の途中におい

て、当会社の定めるところにより、保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。 

(2) 当会社は、当会社の収支に著しく影響を及ぼす事態が発生した場合は、当会社の定めるところ

により、保険金の削減払を行うことがあります。 

(3) 当会社は、(1)および(2)の適用を行う場合は、速やかに保険契約者にその旨を通知します。なお、

通知を行う前に生じた事故については、(1)および(2)の規定は適用しません。 

 

第２６条（保険契約者死亡時の取扱い） 

保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続

人にこの保険契約に適用される普通保険約款および付帯された特約に関する権利および義務が移

転するものとします。 

 

第２７条（保険契約者が複数の場合の取扱い） 

(1) この保険契約について、保険契約者が２名以上である場合は、当会社は、代表者１名を定める

ことを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとし

ます。 

(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者の中の１名に

対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。 
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(3) 保険契約者が２名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通

保険約款および付帯された特約に関する義務を負うものとします。 

 

第２８条（訴訟の提起） 

この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。 

 

第２９条（準拠法） 

この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。 
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2 Ｔｒａｖｅｌキャンセル費用特約 

＜用語の定義（五十音順）＞ 

この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。 

῎ Ṱ 

Τ ϺарЈи  “Ἰ π ϛ ΰθ “ Ђ˔РІχ ằϬ ΪσΤμθάρπ ΰ

θ πʺ “Ộ ḏʺ ḏϜΰΨψ֫ ḏϘθψζχ άϦϣτ β

ϥϜχτṛ βϥ︡ ʺӸ ζχ Ṍτ◦ ΜʺϘθψάϦΤϣ◦ ϩσ

ΪϦωσϣσΜ ϬΜΜϘβʻθιΰʺ ᾑṍḧ τ “Ἰ χ Ϙθ

ψԁ Ϭ︡Ϥ ΰΰθάρπ ΰθ τᾢϤϘβʻ 

Ἰ ᶎ  ᾑἸ χ Ὣρζχ Ϭ βϥϜχπʺ ᵓּזΥ ᾑἸ τיּ ΰ ꜗ

τϢμο ằβϥϜχϬΜΜϘβʻ 

ή  ͒ χὬ ʺ ἌּיϘθψ͏ χԎ ϬΜΜϘβʻ 

θ Ԛ Ӻ◖τϢϥⱵ Υ σ ›τΣΜοʺ ԚϘθψ τ ΜʺϘθψᴁ

τϢϤʺӺ◖χⱵ Ϭ ΪϥάρϬΜΜϘβʻ 

τיᾑּ יּ“ “ΰο “ Ђ˔РІχ ằϬ ΪϥּיπʺἸ ᶎ Ṝ∏

χּיϬΜΜϘβʻ 

σ Ԛ Ӻ◖τϢϥⱵ Υ σ ›τΣΜοʺꜛ πχⱵ Υ₉ σθϛʺ ԚϘ

θψ τ Ϥʺ τӺ◖χḚ ᴞτΣΜοⱵ τ βϥάρϬΜΜϘ

βʻ 

ψ Ἄּי ₒԎχ ︣ ϬΜΜʺ χף ︣ ˢ ͍ˣΣϢό О˔ЕЗ˔ˢ ͎ˣϬ

ḯϙϘβʻθιΰʺ χף ︣ ΣϢό О˔ЕЗ˔ψʺₒԎχӪ◘ˢ

О˔ЕЗ˔χ ›ψʺО˔ЕЗ˔ḩἰϬ τϩθϤὋ βϥӪ◘ˣϬϜκʺ

ạτϢϤₒԎḩἰτ αθ ᶨϬְϭπΜϥ ›τΤΧϤʺ ἌּיτḯϙϘ

βʻ 

ˢ ͍ˣ χף ︣  

ₒԎχ ϬΰοΜσΜθϛτʺ χ ρ ϛϣϦσΜϜχχʺₒ

ԎḩἰρӰσϣσΜ χלםϬ Πϥ τΚϥ ϬΜΜϘβʻ 

ˢ ͎ˣ О˔ЕЗ˔ 

ᾭ χ Υ ԁπΚϥθϛτʺ χ ρ ϛϣϦσΜϜχχʺ

ₒԎḩἰρӰσϣσΜ χלםϬ Πϥ τΚϥ ϬΜΜϘβʻ 

ᾑ ḏ χ ᾑ ᾑ ḏϬΜΜϘβʻ 

ᾑṍḧ Ἰ ᶎ Ṝ∏χ ᾑṍḧϬΜΜϘβʻ 

ᾑỲᶛ Ἰ ᶎ Ṝ∏χỲᶛϬΜΜϘβʻ 

ϣ “ᵫ◐  “ Ђ˔РІχ ằϬ Ϊϥ ϬΜΜʺ ΰθ τϩθϤЂ˔РІχ

ằϬ Ϊϥ ›ψʺζχ ρΰϘβʻ 

“Ἰ  “ Ⱳτ “Ộ ḏʺ ḏϜΰΨψ֫ ḏϘθψζχ άϦϣτ

βϥϜχτṁξΦʺ “Ộּיʺ ḬỘּיʺῖ ⱧỘּיΣϢόάϦϣτ βϥỘ
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ˢӟᴞˮיּ “ Ђ˔РІ ằⱧỘּי˯ρΜΜϘβʻx ρ ᾑּיΥ ὫβϥἸ

πʺἸ ᶎ Ṝ∏χ “ ϬΜΜϘβʻ 

“ Ђ˔РІ “Ἰ τṁξΦʺⱧỘּיΥ ằβϥ “ʺ ʺ֫ ʾῖ ζχ άϦϣ

τ βϥЂ˔РІϬΜΜϘβʻ 

 

第１条（保険金を支払う場合） 

(1) 当会社は、次のいずれかに掲げる事由を直接の原因として、被保険者が旅行等サービスの提供

を受けなかった場合に被保険者またはその法定相続人がキャンセル費用を負担したことで被った

損害に対し、この特約に従い、保険金を支払います。 

① 被保険者または同行者が死亡した場合 

② 被保険者または同行者の配偶者または親族が旅行開始日を含め遡って 31 日以内に死亡した場

合 

③ 被保険者または同行者が旅行開始日を含め遡って７日以内に入院する、または旅行開始日の前

日までに旅行日程内に入院することが決まった場合 

④ 被保険者または同行者が旅行開始日を含め遡って４日以内に通院（注１）した場合。なお、旅

行開始日に被った傷害により旅行開始日の翌日に通院した場合は旅行開始日に通院したものと

みなします。 

⑤ 被保険者または同行者の配偶者または親族が旅行開始日を含め遡って７日以内に入院し、また

は旅行開始日の前日までに旅行日程内に入院することが決まり、被保険者または同行者が看護ま

たは介護を行う場合 

⑥ 被保険者または同行者の配偶者または親族が旅行開始日を含め遡って４日以内に通院し、被保

険者または同行者が看護または介護を行った場合。なお、旅行開始日に被った傷害により旅行開

始日の翌日に通院した場合は旅行開始日に通院したものとみなします。 

⑦ 被保険者または同行者が旅行開始日を含め遡って７日以内にインフルエンザ感染症（注２）ま

たは新型コロナウイルス感染症（注３）もしくは当社の指定する感染性胃腸炎（注４）を発病（注

５)した場合  

⑧ 被保険者または同行者が常時居住している家屋が旅行開始日を含め遡って 31 日以内に、火災、

落雷、破裂もしくは爆発（注６）、風災（注７）、雹(ひょう)災または雪災（注８）、水災（注９）、

地震、噴火またはこれらによる津波により損害を受けた場合。ただし、家屋の機能の喪失または

低下を伴わない損害を除きます。 

⑨ 被保険者または同行者が、乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関のうち、運行時

刻が定められているものに運休、欠航または２時間以上の遅延が発生した場合 

⑩ 被保険者または同行者が、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（平成 16 年法律第 63 号）

に定める裁判員または補充裁判員に選任され裁判所へ出廷する場合 

⑪ 被保険者または同行者が、旅行開始日またはその前日に交通事故（注１１）を起こした場合 

⑫ 被保険者または同行者が、旅行開始日またはその前日に第三者の葬儀に参列した場合 

⑬ 被保険者または同行者が、旅行開始日を含め遡って７日以内に、道路交通法（昭和 35 年法律

第 105 号）に定める免許の取消し、停止等の処分を受けた場合 

⑭ 被保険者または同行者に、妊娠の事実が判明した場合。ただし、旅行契約等申込時に妊娠の事

実が判明していた場合を除きます。 
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⑮ 被保険者または同行者が飼っている犬または猫が旅行開始日を含め遡って７日以内に死亡し

た場合 

⑯ 被保険者または同行者が、旅行日程内に参加することを予定していたイベント（注１２）が中

止または延期となった場合 

(2) この特約においては、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合）(2)の②の規定は適用し

ません。 

（注１）通院 

旅行等の実施に支障をきたすために、通院を余儀なくされた場合にかぎります。 

（注２）インフルエンザ感染症 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）第６条第６

項第１号に規定するインフルエンザをいいます。 

（注３）新型コロナウイルス感染症 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）第６条第６

項に規定する新型コロナウイルス感染症をいいます。 

（注４）当社の指定する感染性胃腸炎 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則（平成 10 年厚生省令第 99 号）

第１条第６号に規定する感染性胃腸炎のうち、病原体がノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイル

スを原因とするものをいいます。 

（注５）発病 

発病の認定は、被保険者または同行者以外の医師の診断によります。 

（注６）破裂もしくは爆発 

気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 

（注７）風災 

台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 

（注８）雪災 

豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩 (なだれ)をいい、融雪水の漏入

もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 

（注９）水災 

台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ（注１０）・落石等をいいます。 

（注１０）土砂崩れ 

崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 

（注１１）交通事故 

車両の交通によって生じた人の死傷もしくは物の損壊をいい、警察へ届け出た事故にかぎります。 

（注１２）イベント 

演劇、コンサート、スポーツ・競技会その他これらに類似の興行をいい、予めチケットを購入して

いるものに限ります。 

 

第２条（保険金を支払わない場合） 

当会社は、普通保険約款第２条（保険金を支払わない場合）に規定する損害のほか、次に掲げる

事由によって生じた損害についても保険金を支払いません。 
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① 被保険者または同行者の犯罪行為または闘争行為 

② 被保険者または同行者に対する刑の執行 

③ 被保険者または同行者が法令に定められた運転資格（注１）を持たず、または酒に酔った状態

（注２）もしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができない

おそれがある状態で自動車等（注３）を運転している間に生じた事故 

（注１）運転資格 

運転する地における法令によるものをいいます。 

（注２）酒に酔った状態 

アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。 

（注３）自動車等 

自動車または原動機付自転車をいいます。 

  

第３条（保険金の支払額） 

(1) 当会社が第１条（保険金を支払う場合）により保険金として支払うべき額は、キャンセル費用

とします。ただし、保険金額を限度とします。 

(2) 当会社が、既に第１条（保険金を支払う場合）および普通保険約款第１条（保険金を支払う場

合）の規定に従い保険金を支払っていたときは、(1)に規定する保険金は、保険金額から既に支払

った保険金の合計額を差し引いた残額を限度とします。 

(3) (1)の規定にかかわらず、旅行契約等の取消し等に伴い旅行代金等の払戻しを受けた場合で、当

会社が既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができます。 

   

第４条（旅行契約等の変更） 

保険契約締結の後、次の①または②に該当する旅行契約等の変更が発生した場合には、保険契約

者および被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。 

 ① 同行者の変更 

 ② 同行者の減員または増員 

 

第５条（保険契約の失効） 

第１条（保険金を支払う場合）の規定に基づき支払った保険金の支払額が保険金額に達した場合

は、保険契約は、保険金額に達した保険金支払の原因となった事故の発生した時に終了します。 

 

第６条（保険料の取扱い－契約内容の変更の場合） 

(1) 普通保険約款第１０条（契約内容の変更）(1)の規定により契約内容の変更を行う場合において、

変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、その差額を返還または請求

します。ただし、次のいずれかに該当する場合は、保険料の返還はありません。 

① 第１条（保険金を支払う場合）の規定に基づき保険金を支払った場合 

② 保険契約の変更の承認を請求した日が、旅行開始日を含め遡って 15 日以降の場合 

(2) この特約においては、普通保険約款第１７条（保険料の取扱い－契約内容の変更の場合）(1)③
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の保険料の取扱いの規定は適用しません。 

 

第７条（保険料の取扱い－無効、失効、取消しまたは解除の場合） 

(1) 普通保険約款第７条（告知義務）(2)、同第８条（通知義務）(2)もしくは(6)、同第１２条（保険

契約の失効）、同第１４条（保険契約者による保険契約の解除）、同第１５条（重大事由による解

除）(1)、同第１７条（保険料の取扱い－契約内容の変更の場合）(2)または第５条（保険契約の失

効）の規定により保険契約の解除または失効を行う場合は、当会社は既に払い込まれた保険料の

全額を返還します。ただし、次のいずれかに該当する場合は、保険料の返還はありません。 

 ① 第１条（保険金を支払う場合）の規定に基づき保険金を支払った場合 

 ② 保険契約の解除または失効を行う日が、旅行開始日を含め遡って 15 日以降の場合 

(2) この特約においては、普通保険約款第１８条（保険料の取扱い－無効、失効、取消しまたは解

除の場合）(1)③から⑤の保険料の取扱いの規定は適用しません。 

 

第８条（事故の通知） 

(1) 保険契約者または被保険者は、事故（注１）により損害が発生した場合は、損害の発生ならび

に他の保険契約等の有無および内容（注２）を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。 

(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それに

よって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 

（注１）事故 

第１条（保険金を支払う場合）に規定する事由を原因として旅行契約等の全部または一部を取り

消ししたことをいいます。 

（注２）他の保険契約等の有無および内容 

既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。 

 

第９条（損害防止義務） 

(1) 保険契約者または被保険者は、第１条（保険金を支払う場合）に掲げる事由が発生し、旅行等

サービスの全部または一部の提供を受けないことが判明または決定した場合は、旅行等サービス

提供事業者に対し、旅行契約等の全部または一部の取消しを行うことを遅滞なく通知するように

努めなければなりません。 

(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当

会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 

 

第１０条（保険金の請求） 

(1) 当会社に対する保険金請求権は、損害が発生した時から発生し、これを行使することができる

ものとします。 

(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるもの

を電磁的方法等により提出しなければなりません。 

① 保険金請求書 

② 第１条（保険金を支払う場合）に規定する事由が発生したことを証する書類 
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③ 損害見積書 

④ その他当会社が第１１条（保険金の支払時期）(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠く

ことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が提示する電磁的記録におい

て定めたもの 

(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険

者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を

当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求すること

ができます。 

① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者（注１） 

② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合

は、被保険者と同居または生計を共にする３親等内の親族（注２） 

③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できな

い事情がある場合は、①以外の配偶者（注１）または②以外の３親等内の親族（注２） 

(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後

に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。 

(5) 当会社は、事故（注３）の内容等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるも

の以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。こ

の場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりませ

ん。 

(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もし

くは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造し

た場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 

（注１）配偶者 

＜用語の定義（五十音順）＞の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。 

（注２）親族 

＜用語の定義（五十音順）＞の規定にかかわらず、親族に含まれる配偶者は法律上の配偶者にかぎ

ります。 

（注３）事故 

第１条（保険金を支払う場合）に規定する事由を原因として旅行契約等の全部または一部を取り

消ししたことをいいます。 

 

第１１条（保険金の支払時期） 

(1) 当会社は、請求完了日（注１）からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うため

に必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。 

① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故（注２）の原因、事故（注２）

発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実 

② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由とし

てこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 

③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故（注２）と損害との関

係 
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④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、

失効または取消しの事由に該当する事実の有無 

⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害

賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険

金の額を確定するために確認が必要な事項 

(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわ

らず、当会社は、請求完了日（注１）からその日を含めて次に掲げる日数（注３）を経過する日

までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認

を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。 

σ ᵓϘθψ ₰  

 (1)Τϣ ϘπχⱧᶎϬ‮ βϥθϛχʺὕ╔ʺᾁ╔ʺ ζχ χ῝χ

ṐḩτϢϥ ₰Ϙθψ ₰Ὣᴮχ ᵓˢ ͐ˣ 

180 

 (1)Τϣ ϘπχⱧᶎϬ‮ βϥθϛχʺ ṐḩτϢϥḦ χὫᴮχ

ᵓ 

90  

 ←ᵲẎ ˢ 22 118‹ˣΥ ήϦθ←ᵲχ ← ӽτΣΪ

ϥ(1)Τϣ ϘπχⱧᶎχ‮ χθϛχ ₰ 

60  

 (1)Τϣ ϘπχⱧᶎχ‮ Ϭ ⁯ τΣΜο“Ξθϛχ σ︣

ΥσΜ ›χ ⁯ᵰτΣΪϥ ₰ 

180 

 

(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なく

その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合（注５）は、これにより確認が遅延した期間に

ついては、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。 

（注１）請求完了日 

被保険者が前条(2)および(3)の手続を完了した日をいいます。 

（注２）事故 

第１条（保険金を支払う場合）に規定する事由を原因として旅行契約等の全部または一部を取り

消ししたことをいいます。 

（注３）次に掲げる日数 

複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 

（注４）照会 

弁護士法（昭和 24 年法律第 205 号）に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 

（注５）またはこれに応じなかった場合 

必要な協力を行わなかった場合を含みます。  

 

第１２条（準用規定） 

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および

これに付帯された他の特約の規定を準用します。 
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3 保険料支払手段に関する特約 

＜用語の定義（五十音順）＞ 

この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。 

῎ Ṱ 

Τ 決済代行会社 当会社からの委託を受けて、第１条（保険料の支払）の決済手段を用いて保

険契約者から保険料相当額の決済を代行する者をいいます。 

 

第１条（保険料の支払） 

保険契約者は、当会社が定める決済手段によって、この保険契約の保険料（注）を支払うことと

します。 

(注) 保険料 

契約内容変更時の追加保険料を含みます。以下この特約において同様とします。 

 

第２条（保険料の払込） 

保険契約者から、この保険契約の申込時または契約内容変更時に前条の決済手段による保険料の

支払の申出があった場合は、当会社は、保険契約者が、当該決済手段の会員規約やサービス利用規

約等に従い保険料相当額の決済手続きを完了した時に保険料を領収したものとみなします。なお、

保険期間が始まった後であっても、保険料の領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を

支払いません。 

 

第３条（追加保険料の払込の特則） 

当会社は、第１条（保険料の支払）にかかわらず、追加保険料の払込みを同条の決済手段以外の

方法により、請求できるものとします。 

 

第４条（保険料の返還） 

(1) 普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合

は、当会社は、決済代行会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。 

(2) 前項の規定に基づき当会社が保険料の返還を行う場合は、当会社は、第１条（保険料の支払）

の決済手段により保険料を返還できるものとします。 

 

第５条（準用規定） 

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および

付帯された他の特約の規定を準用します。 

 

 


